
鳥取市まちなか空き家等残置物処分支援事業補助金交付要綱

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市まちなか空き家等残置物処分支援事業補助金（以下「本補

助金」という。）について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 中心市街地 中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）第９

条の規定に基づき認定され、現に計画期間内にある鳥取市中心市街地活性化基本計

画に定める中心市街地区域をいう。 

⑵ 鳥取市空き家情報バンク 鳥取市都市整備部建築指導課が所管し、市内に所在す

る空き家情報を発信することにより、空き家の流通促進、居住支援の充実及び定住

促進を図るため、空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みを受けた

情報を空き家の利用を希望する者に対し提供する仕組みをいう。 

⑶ 市税等 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所保

育料、下水道使用料、下水道受益者負担金をいう。 

（交付目的） 

第３条 本補助金は中心市街地の空き家の利活用を推進するため、空き家の残置物処分

に対して支援を行うことを目的とする。 

（補助対象者） 

第４条 別表第１項に掲げる建築物（以下「対象建築物」という。）について、同表第

２項に掲げる者（以下「補助事業者」という。）であって市税等の滞納が無い者に対

し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

 （補助対象経費） 

第５条 本補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第３項

に掲げる経費とする。 

２ 本補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、対象建築物に残置さ

れた家財等を搬出及び廃棄する事業とする。 

３ 補助事業は、本補助金の交付決定後に着手し、本補助金の交付決定があった日の属

する年度の末日までに完了しなければならない。 

 （補助金の算定等） 

第６条 本補助金は、補助対象経費の額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費

税に相当する額を除いた額）に別表第４項に掲げる率を乗じて得た額（１，０００円

未満の端数は、これを切り捨てる。）と同表第５項に掲げる補助限度額のいずれか少



ない額とする。 

 （交付申請） 

第７条 本補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、

補助事業を実施する３０日前までに規則第４条の補助金等交付申請書に次の各号に

掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書（様式第１号） 

⑵ 事業収支計画書（様式第２号） 

⑶ 箇所別計画書（様式第３号） 

⑷ 対象経費が確認できる見積書の写し等 

⑸ 空き家等の所有者が確認できる登記事項証明書の写し等 

⑹ 対象建築物の写真 

⑺ 空き家情報登録決定通知書の写し（鳥取市空き家情報バンク設置要綱様式第７号） 

⑻ 市税等納付状況確認同意書（様式第４号（法人の場合は様式第４号の２）） 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第８条 市長は、前条に規定する申請書その他の書類を受理したときは、速やかにこれ

らの書類を審査して本補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 本補助金を交付することができないと認めたときの規則第７条第３項の通知は、

鳥取市まちなか空き家等残置物処分支援事業補助金交付却下通知書（様式第５号）に

よるものとする。 

 （補助事業等の変更） 

第９条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とす

る。 

⑴ 本補助金の増額 

⑵ 本補助金の２割を超える減額 

（実績報告等） 

第１０条 申請者は、補助事業が完了したときは、規則第１２条の実績報告書に次の各

号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業報告書（様式第１号）

⑵ 事業収支決算書（様式第２号） 

 ⑶ 箇所別報告書（様式第３号） 

 ⑷ 支払いが確認できる領収書の写し等 

⑸ 事業実績が確認できる写真等 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 実績報告は、補助事業の完了後１月を経過する日又は補助事業の完了の日の属す

る年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。 



 （雑則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか本補助金に関し必要な事項は、都市整備部長が

別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 



別表（第４条、第５条、及び第６条関係） 

１ 対象建築物 

次のいずれにも該当する建築物（過去に本補助金を活用して残置物処分をした

もの及び鳥取市まちなか空き家改修支援事業補助金を活用して改修を行ったもの

を除く。） 

① 中心市街地内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長

屋は除き、店舗等併用住宅を含む。） 

② １年以上利用がない空き家

２ 補助事業者 

対象建築物を所有する次のいずれかの者（当該建築物の共有者である場合にあ

っては、他の共有者全員の同意を得られた者に限る。） 

① 県内に在住する個人 

② 県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体 

③ 県内に本店を置く事業者（個人事業者を含む。） 

④ 県外に在住する個人（相続により対象の空き家等を所有するに至った者に

限る。） 

３ 補助対象経費 

空き家の残置物処分（残置された家財等の搬出及び廃棄）に要する費用 

※補助対象となる残置物処分は、鳥取市内に本店又は営業所等を有する事業

者で行ったものに限る。 

４ 補助率 補助対象経費の３／４

５ 補助限度額 ３０万円／戸 

６ 補助要件 

事業の対象となる空き家は次のすべての要件を満たすこと。 

① 国又は地方公共団体等が所有するものでないこと。 

② 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他関係する法令に違反

していない建築物であること。 

③ 事業実施期間終了までに鳥取市空き家情報バンクに賃貸専用物件とし

て登録することとし、対象建築物を４年以上賃貸の用に供すること。（売

買を目的とした空き家の残置物処分は補助対象としない。）この場合にお

いて、既に鳥取市空き家情報バンクに登録されている対象建築物の残置

物処分をした後に再度鳥取市空き家情報バンクに登録する場合は、新た

な登録から４年以上賃貸の用に供すること。 

④ 対象建築物内の残置物を全て撤去・処分すること。ただし、賃貸の用

に供しない部分に残置する家財等については、この限りではない。 

⑤ 県及び鳥取市の他の補助金の交付を受けていないこと。（各補助金の補

助対象経費が明確に区別でき、互いに重複がない場合を除く。） 


